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「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
、

煙
で
困
っ
て
い
る
」、「
ご
み
の
焼
却

で
灰
や
燃
え
か
す
が
、田
ん
ぼ
に

入
っ
て
困
る
」な
ど
の
苦
情
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
で
の
ご
み
の
焼
却
は
、近
隣

の
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
だ
け
で
な

く
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
や
火
災

の
危
険
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
・

ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
・

素
ぼ
り
の
穴
を

利
用
し
た
も
の

や
、法
で
定
め
ら

れ
た
構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い

焼
却
炉
な
ど
に
よ
る
焼
却
は
、法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、決
め

ら
れ
た
収
集
日
に
分
別
し
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

野
焼
き
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

３
月
23
日（
水
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
の
方
々

で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３･

２
７
５
１
）ま
で
。

　

令
和
３
年
７
月
15
日
か
ら
12
月
24

日
ま
で
の
間
、新
た
な
視
点
か
ら
隠

れ
た
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
発
掘
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、町
内
の
風
景
を

撮
影
し
た
作
品
を
募
集
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、86
点
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。た
く
さ
ん
の
ご
応
募
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

見
事
大
賞
に
輝
き
ま
し
た
細
川
信

太
朗
さ
ん
の
作
品
は
今
月
号
の
表
紙

に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

他
の
受
賞
作
品
や
ご
応
募
い
た
だ

き
ま
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
、広
報

誌
や
Ｈ
Ｐ
で

ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
く

予
定
で
す
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

第
１
回　

日
高
町

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

結
果
発
表
に
つ
い
て

お問い合わせ
☎63・3806

企画
まちづくり課

お知らせ

お問い合わせ
☎63・3800

住民生活課
お知らせ

廃
乾
電
池
を
回
収
し
ま
す

　

回
収
箱
を
設
置
し
ま
す
の
で
、回
収

袋
か
ら
取
り
出
し
て
、廃
乾
電
池
の
み

を
回
収
箱
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

以
前
の
よ
う
に
回
収
袋
に
入
れ
た

ま
ま
で
は
、出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

回
収
袋
は
保
管
用
と
し
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

●
場
所
…
各
地
区
の

�

大
型
ご
み
収
集
場
所

回
収
日
…
３
月
27
日（
日
）
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　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、 
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

　日高地方の観光情報をより多くの方にお知らせすることを目的とし、日高広域観光
振興協議会の公式ＬＩＮＥアカウントが開設されました。
　日高地方における最新のイベント情報などタイムリーな情報が配信されます。
　ぜひご登録ください。

▶LINEアプリ内の「公式アカウント」
　から「日高広域観光振興協議会」で
　検索し登録

または
▶右のQRコードを読み取って登録

登録方法

【老齢基礎年金を受給している方】
支給条件
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

【障害基礎年金・遺族基礎
年金を受給している方】
支給条件
・ 前年の所得額が約472万円以

下である

■対象となる方

※�老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下し
たこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年8月31日から
順次、日本年金機構から簡易な年金生活支給給付金請求書（はがき型）をお送りしております。
　（すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。）
※�年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原
則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いし
ます。
※�日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはあ
りません。不審な電話等にはご注意ください。

《お問い合わせ》
『給付金専用ダイヤル』 ：0570-05-4092（ナビダイヤル）
050から始まる電話でおかけになる場合は：03-5539-2216（一般電話）

年金受給者の生活を支援します

公式LINEアカウント
開設しました！
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